
借地非訟手続の概要
（賃借権譲渡許可申立ての例）

※　実務上一般的に行われていると考えられる手続の流れを示したものである。
※　図中，「法」は借地借家法を，「規」は借地非訟事件手続規則を，それぞれ示す。

（第１回）審問期日

申立書副本等の送達(規19)

申立て受理（立件）
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介入権申立て

答弁書提出

鑑定委員の指定
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(規27Ⅰ)
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当事者の立会・陳述(法45，46Ⅱ)
介入権申立て期限の定め(法19Ⅲ)
調書作成(規14)
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(法19Ⅵ)

当事者への意見の告知・
意見に対する当事者の陳述(規30Ⅲ)

(法45)

(法47)
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(法48Ⅰ)

即時抗告

(規30Ⅰ本)

(規29)

（当事者等） （鑑定委員会）

理由付記必要(規33Ⅰ)
決定書の送達(規33Ⅱ)

（裁　判　所）
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(法52)

書面による(規17Ⅰ)
付随処分に対する
陳述(規23Ⅱ)
救助の申立て(規10)

申　立　て

付随処分に対する
陳述(規23Ⅱ)

不適法な申立ての却下(規18)


